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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書（令和 4 年度）
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【本計画書で提出する加算】※加算名をチェックすること。

1回介護職員処遇改善加算（処遇改善加算） 1回介護職員等特定処遇改善加算（特定加算） I 

2 賃金改善計画に つ い て く 共 通 ＞

※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況（利用者数等）、人員配置状況（職員数等）その他の事由により変動があり得る。
※本様式のオレンジセルでは下記の要件を確認しており、セルが「0」でない場合、加算の算定要件を滴たしていない。

］介護職員の賃金改善の見込額が、処遇改善加算の算定見込額を上回ること
Il 介護職員その他の職員の賃金改善の見込額が、特定加算の算定見込額を上回ること

(1)介護職員処遇改善加算

①算定する加算の区分
※別紙様式2-・2のとおり

②介 護 職 員 処 遇 改善加算の算定対象月

③令和 4 年度介護職員処遇改善加算の見込額 31,826,460 円

④賃金改善の見込 額(i-il) （右欄の額は③欄の額を上回ること） 32,143,839 円

i)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）
/ ~ 228,052,000 円

金li)改前善年額度をの除介く護）【職基員準の額賃1)金（アの）ー総（イ額）一（処（ウ遇）ー改（エ善）加算等を取得し実施される
及ぴ独自の賃 195,908,161 円

ー（ア）前年度の介護職員の賃金の総額 237,072,564 円

（イ）前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額 31,854,166 円

（ウ）前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額（その他の職種に支払われた額を除く）
/ / 

9,309,937 円

ー（エ）前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額 、、
： 

' 
円

⑤賃金改善実施期 間 I 令和 4年 7 月 ～ 令和 5年 6月

贔

［記入上の注意l
• (1)④ i)の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）」及びii)（ア）の「前年度の介護職員
の賃金の総額」には、介護職員処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

• (I)④ i)の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額（見込額）」には、特定加算、処遇改善支援補
金ぴヨ ・ ベースア、、プ 加 、を＇し施さる金の釜込をいこを記載すること。（この際、介護職員等

ベースアップ等支援加算（仮称）を取得する意向のある事業所は、同加算に係る改善見込額については、令和4年10月から賃金改善実施期間の
最終月⑯頃Jjとして令和5年3月）までの月数に、 1月あたりの補助金の平均見込額を乗じることによって算出すること。）
※1月あたりの補助金の平均見込額は、（参考）補助金別紙様式2-1の「2賃金改善計画について」①の額を、補助金の交付対象期間の月数で除
した額とする。なお、補助金を取得せず、介護職員等ベースアップ等支援加算（仮称）を取得する意向のある事業所は、仮に補助金を取得する場
合の1月あたりの補助金の平均見込額を算出すること。

. (I)④ii)（イ）の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額」及び（ウ）の「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」は、都道府県国
民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。（特宇加算の加算の総額については、

その他の職種に支給された額を除く』

• (1)④ii)（エ）の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額Jは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改善
加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。）をいう。（処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く．）本欄に記載した貨金改善につい
ては、「(3)ハ各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容

を記載すること．



(2)介護職員等特定処遇改善加算

①算定する特定加算の区分

②介護職員処遇改善加算の取得状況

③ 介※サ護ー福ビス祉提供士体の制配強化置加等算等要の件届出状況

※①、③、④別紙様式2-3のとおり、②別紙2-2のとおり

④特定加算の算定対象月

年度介護職員等特定処遇改善加算の見込額(g)⑤令和 4 9,924,840 円

⑥賃金改善の見込額(i-ii) （右欄の額は⑥欄の額を上回ること） 10,024,047 円

i)特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）
.. 

円233,255,000 

除il)く前）【年基度準の額貨2】金（アの）総一（イ額）一＼処（ウ遇）ー改（エ善）加
得し実施される 日＇及び独自の 9 口を 223,230,953 円

ー（ア）前年度の賃金の総額
e 264,784,689 円

（イ）前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額
ヽ~

31,854,4(;6 円

（ウ）前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額 9,699,270 円

- （エ）前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額 円： ~ / 

⑦平均賃金改善額
経験・技能のある 他の介護職員(B) その他の職種(C)
介護職員(N

賃i)金前改年善度額の及貨ぴ金独の自総の額賃（処金遇改 ．口9JI算 何土し実施される 82,510,100 円 113,008,728 円 27,712,125 円
善額を除く）（h)

ii)前年度の常勤換算職員数(i) 432.0 
- < 

.267,6 人 1、 人 / ： 84:0 人

•、: 22.3 
9、 『

iii)前年度の一月当たりの常勤換算職員数0) 人 ＇ 36.0 人 I,』 ヽ ｝ • 7.0 人

iv)前年度のグループ毎の平均賃金額（月額）【基準額3】(h)/(i) 308,334 円 261,594 円 329,906 円

O(A)のみ実施 37,089 円

／ ／ v)グループ毎の平均賃金改善
（ 9,925,0J.6円） （ 9,925,016円）

額（月額）（g)/(j）／（k)

択※予する定こしとて。い（いる配分方法について選

O(A)及び(B)を実施 20,524円 10,261 円

ずれか1つ） (9,924,974円） （ 5,492,222円） （ 4,432,752円）

※当該年度の特定加算の見込額と前
@(A)(B)(C)全て実施 19,670 円 9,834 円 4,917 円

年より度算の出一し月た当職た員り数のか常ら勤算換出算し方た法一に人
(9,925,008円） （ 5,263,692円） （ 4,248,288円） （ 413,028円）

ル当たーりプ配毎分に額配（月分額可）能。（な括加弧算内総は額グ（年
〇上記以外の方法で実施 円 、．円 ','' 円

額））
（ 0円） （ 0円） （ 0円） （ 0円）

月額平均8万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者 10 I人（見込）

（「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由）

―口小規模事業所等で加算額全体が少額であるため．

口職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

ロ月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化す
ることが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

-□その他（

， 
, ： 9 9) 

/ • ~ ~ 
, <,',＇ /）  ~‘>~ / ： ： : 

⑧賃金改善実施期 間(k) I 令和 4 年 7 月 ～ 令和 5 年 6 月（ 12か月）

＜
 

【記入上の注意】
• (2)⑥ i)の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）」及ぴii)（ア）の「前年度の賃金の総額Jには、特定加算による賃
金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

• (2)⑥ i)の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）」には、処遇改韓加篤｀処潤改善支援補助金及び介聘職員等
ベースアップ等支援加算（仮称）を取得し実施される賃金改善額を除いた額を記載すること。（この際、介護職員等ベースアップ等支援加算（仮称）
を取得する意向のある事業所は、同加算に係る改善見込額については、令和4年10月から貨金改善実施期間の最終月（原則として令和5年3月）ま
での月数に、 1月あたりの補助金の平均見込額を乗じることによって算出すること。） ． 
※1月あたりの補助金の平均見込額は、（参考）補助金別紙様式2-1の「2賃金改善計画についてJ①の額を、捕助金の交付対象期間の月数で除
した額とする。なお、補助金を取得せず、介護職員等ベースアップ等支援加算（仮称）を取得する意向のある事業所は、仮に補助金を取得する場
合の1月あたりの補助金の平均見込額を算出すること。

• (2)⑥ii)（イ）の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額J及ぴ（ウ）の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国
民健康保険団体速合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

• (2)⑥ii)（エ）の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改善
加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。）をいう。（処遇改善加算及ぴ特定加算1こ係るものを除く。）本欄に記載した賃金改善につい
ては、「(3)ハ各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容
を記載すること。



• (2)⑦ i)の「前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及ぴ独自の賃金改善額を除く）」には、一括申請を行う場合に
ついては、原則として、前年1月から12月までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種（C）」には、賃金改善前の賃金が既に年額440

万円を上回る職員の賃金を含まないこと。

• (2)⑦iii)の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方
法により算出した職員数を記載すること。また、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回り、特定加算の配分対象とならない職員については、
「その他の職種(C)」の常勤換算職員数に含めること。なお、「その他の職種(C)」については、実人数によることもできる。

(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ介 護職員処遇改善加算 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(I/)巨 l変更なし

讐農,晶|図基本給 回手当（新設） □手当（既存の増額） □賞与 □その他

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

□就業規則の見直し 回賃金規程の見直し □その他（

（賃金改善に関する規定内容）

具体的な取組
常勤介護職員の基本給を元々の水準より18,000円改善し、毎月の手当として（名称：処遇改善手当）28,000円／月を支給し、更に12

内容 ト・ 3月 •6月の賞与時に処遇改善加算受領額の基本給分と手当分との差し引き残分（約60,000円、 30,000円、 30,000円の見込み）を
支給し、賃金改善を実施する。非常勤介護職員には賞与時に時給換算で約60円分を各個別の就労時間に応じて支給し、賃金改善

を実施する。

※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 1 平成 24 年 4 月 （巨｝実施済 □予定

ロ介護職員等特定処遇改善加算 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(V)巨］変更なし

経験・技能の1、 し r 
ある介護職員 介護職員としての従事経験を10年以上（他法人での経験も含む）を有し、介護福祉士の資格を有する者。

の考え方

塁ご1三言□三三そ賞の：也の職□種その他

□就業規則の見直し 回賃金規程の見直し □その他（

（賃金改善に関する規定内容

賃金改善実施期間の賞与時に一時金として支給する。Aの常勤職員には約20,ooe円／月分を、Aの非常勤職員には各個別に常勤換
具体的な取組算割合を乗じた額を、 Bの常勤職員には約9,50OPl／月分を、 Bの非常勤職員には各個別に常勤換算割合を乗じた額を、Cの常勤職員I

内容 1には約4,500円／月分を、それぞれの月数に応じて支給する。

※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること．

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を工継とするなど明確にすること．

（上記取組の開始時期） l令和 1 年 iii 月 （巨l実施済 □予定 ） 

ハ各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善

g)④ii)（エ）又は(2)_@_ii)（エ）の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載

独自の賃金改

善の具体的な

取組内容

独自の賃金改

善額の算定根

拠



3 キャリアパス要件についてく処遇改善加算＞

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(ol')巨］変更なし

次の要件について該当するものにチェック（／）し、必要事項を具体的に記載すること。

□非該当

キ戸喜三ミご三 ：□□／二回該当

キャリア1;； ： ： ：二；：：：：□：こ意見交換しながら資1;：二ごご:?；：:的なこi:：：

ィし、研修の実施又は研修の機会を確保している。

イの実現のための具体的な取
組内容
（該当する項目にチェック(v')
した上で、具体的な内容を記
載）

□I① 

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、
介護職員の能力評価を行う。 ※当該取組の内容について下記に記載すること

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

回愕l ’ 
資格取得支援助成制度を実施

ロイについて、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件1lI 次のイと口両方の基準を満たす。 l加算 1の場合は必ず「該当」 回該当 □非該当

イ
介けて護い職る員。について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設

巨l① 経験に応じ巨数て」昇や給「経す験る仕年組数み」な※「勤続年数」 どに応じて昇給する仕組みを指す。

具体的な仕組みの内容（該当 口② 護資※格福「介等祉護士に福応資祉格じ士てを」昇有や給し「実すて務就る仕者業組研すみ修る者修に了つ者い」なてどもの昇取給得がに図応られじてる昇仕給組すみるで仕あ組るこみとをを指要すす。るた。だし、介
するもの全てにチェック(ii)
すること。）

一定の基準に基づき定事評期価に」昇な給どをの判結定果すにる某仕づ組きみ昇給回 ③ 基※準「実や技昇試給験条」や「人事評 」 する仕組みを指す。ただし、客観的な評価
件が明文化されていることを要する。

ロイについて、全ての介護職員に周知している。

※要件lI1を澗たす（加算 Iを算定する）場合、昇給する仕組みを具体的に記載している就業規則等について、指定権者からの求めがあった場合には
速やかに提出できるよう、適切に保管すること。



4 職場環境等要件についてく共通＞

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(V)巨］変更なし

届【処出遇に改係善る加計算画1の期間kめ中らにれ実て施いするる事事項項とについて、全体で必ず1つ以上にチェック(/)すること。（ただし、記載するに当たっては、選択したキャリア

パ［特ス定に加関算す1る要件で求 重複する事項を記載しないこと。）

届出に係る計画の期けた間支中援に」実、施「両す立る支事援項・に多つ様いなて働、き必方ずの全推て進に」チ、「ェ腰ッ痛クを（／含）むす心ること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組J、「資質の向上や
キャリアアップに向 身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりが
い・働きがいの醸成」について、そ狂ぞれ1つ以上の取組を行うこと．※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

区分 内容

✓ I 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

入職促進に向 □事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

けた取組 回他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

回職業体験の受入れや地城行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
l 

図働に対きなすがるら喀介痰護吸福弓祉士取得症ケをア目、指サすー者ビにス対提す供る責実任務者者研研修修、受中講堅支職援員やに、対よすり専門性の高い介護技術を取得しようとする者

資質の向上や
l、認知 るマネジメン団汗修の受講支援等

キにャ向リけアたア支ッ援プ
回研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

□エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

□上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

回子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

両立支援・多
様な働き方の

回職の員転換の事の制情度等等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ
の整備

推進 回有給休暇が取得しやすい環境の整備

□業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

回介痛護対職策員の実の身施体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰

腰身痛の健を含康む管心理 回短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

回雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

回事故・トラプルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

図タブレット端末やインカム等の!CT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

生産性向上の 回高の提齢供者）の等活に躍よ（る居役室割や分フ担ロのア等明確の掃化除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務
ための業務改
善の取組 □ 5S活動（業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃•清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備

回業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

回ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

やりがい・働き 回地城包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地城の児童•生徒や住民との交流の実施

がいの醸成 □利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

回ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

5 見える化要件についてく特定加算＞※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(v)

実施している周知方法について、チェック(v)すること。

；二I喜言こ三二：への工竺掲載予t／ □予定

回変更なし

以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

確認項目 証明する資料の例

回加算相当額を適切に配分するための賃金改善）レールを定めました。 就業規則、給与規程

回処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。 給与明細

回加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。 勤務体制表、介護福祉士登録屈

回キャリアパス要件1Iの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。 資質向上のための計画

回 他労働の基準法、労働法災害令補に違償保反し険、法罰、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その
労働に関する 金以上の刑に処せられていません。

回労働保険料の納付が適正に行われています。
労働保険関係成立届、確定保
険料申告書

回本計画書の内容を雁用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文書

※各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※本表への虚偽記載の他、介護職員処遇改善加算及ぴ介護職員等特定処遇改善加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返還

や指定取消となる場合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を滴切に保管しているこ

とを誓約します。

令和 4 年 4 月 5 日 法 人名社会福祉法人植竹会

代表者職名理事長 氏名島田幸治



（参考）補助金別紙様式2-1 匡旦互[]

介護職員処遇改善支援補助金計画書

1 基本情報

群馬県

フリカプ シャカイ7クシホりシンりエ9グカイ

法人名 社会福祉法人植竹会

T 372-0842 I 

法人所在地 伊勢崎市馬見塚町1196cl

フリガナ "グユ9カ

書類作成担当者 太田裕

連絡先 電話番号10270-20-3311I FAX番号 10270-20-3314I E-mail lu-yutaka@k8. dion, ne, j 

2 賃金改善計画について ※詳網は別紙様式2-2に記載
汰令訂国1に記撃されに聟割1ユ兄込訓 Cの広淀m攣の連呂不尻しmlltt有劉寺）、入貝皿直ぷ況＼9●貝獄寺1てVJ憾 U9争田1しよ 9製 厚I

が
あり椙,._
※本様式では下記の要件を確認しており、オレンジセル3 5「O でtい の ， •こしいt ぃ

！補助金による賃金改善を行う給額が補助金による収入額（補助金の見込額）を上回ること
rr貨金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

①介護職員処遇改善支援補助金の見込額(e) 3,968,392 円

②賃金改善の見込額(i-ii) （右禰の額は①欄の額を上回ること） 4,036,000 円

総i額)賃（金見改込善額実）施期間（④)に補助金により賃金改善を行う場合の介護職員等の賃金の 131,484, 160 円

準il)額令】和3年における賃金改善実施期間に相当する期間の介護職員等の賃金の総額 1基 127,448, 160 円

③ベースアップ等による賃金改善の見込額

3,479,113 円

の見i)賃込介金額護改(f識善-l員の)［ （ようるち賃、金ベ改(ーf善-ス2の)ア見ッ込プ額等）に 2,755,458 円 (Eヨ） ％ 

(-gあた叶 344432,25 円）

善職iiの)員見その合賃の額他金(の改『| 666,887 円
に 44[,064 円 (Eヨ） ％ 

（ようるち賃、金ベ改(ーg普-ス2の)ア見ッ込プ額等） （一月あたり| 65131. 75 円）

④補助金による賃金改善実施期間 令和 4年 2 月～ I9 月1

贔

1記入上の注意I
・② i) f賃金改善実施期間に補助金により賃金改善を行う場合の介護戟員等の賃金の総額（見込額）」には、補助金により賃
金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。 • 
・② i)及び②il)「令和3年における貨金改善実施期間に相当する期間の介護職員等の賃金の総額」には、処遇改稗加箪及び特
字加箪吝取得し実施される賃令の改蕗（見込l額を含れ額を記載すること

3 介護職員処遇改善支援補助金により賃金改善を行う賃金項目及び方法

賃う給金与改の善種を類行

ペースアップ等 □ 基本給 巨］ 決まって手毎当月（新支設払）われる 口 決ま手っ当て｛毎既月存支の払増わ額れ）る

その他 □手当（新設）口 手当（既存の増旬 □ 賞与 巨］その他 （最終月で精算）

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

□就業規則の見直し回賃金規程の見直し □その他（ ） 

（賃金改善に関する規定内容）※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記戟すること。

具体内的容な取絋

処換実施遇算改す(19る善,。4支人尚援分、補2）月で助分毎手の月当補2を,助80新金0設円はし／4人、月介を支護支給檬給、員す9月にる分対．最のし終て補常月助勤分金換(は9算月11分(月60）支.支6給人給と分時す）にでるそ。毎れ月ま6で,600の決円／定人補を助支金給額しと、支そ払の額他のの哀差員額の1cc;楕す算して処常理勤を

以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

確認項目 証明する資料の例

回令和 4年 2月分から賃金改善を実施しています。

回令(ill和)4年 2月サーピスい提ます供。分について介護職員処遇改善加算(I)、（n)又は
の届出を行って

回補助金相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 就業規則、給与規程

回補助金として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。 給与明細

回補助金の対象となる職員の勤務体制を確認しました． 勤務体制表

回法その他の労働に関する法令に違'̂ 反‘し、罰金以上‘”の刑'初／こ処せられていませ

図労働保険料の納付が適正に行われています。 険労働料保申険告書関係成立届、 確定保

回本計画書の内容を雇用する全ての戦員に対して周知しました。 会議録、周知文書

※各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※本表への虚偽記戟の他、補助金の請求に関して不正があった場合は、補助金を返還することとなる場合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管

していることを誓約します。

令和 4 年 4 月 5 日 法人名社会福祉法人植竹会

代表者職名理事長 氏名島田幸治


